
令和６年４月１日から

相続登記が義務化



不動産登記推進イメージキャラクター
「トウキツネ」

法務省・法務局の名称を
不正に使用した勧誘や
架空請求などに
ご注意ください

MINISTRY OF JUSTICE CIVIL AFFAIRS BUREAU

※令和６年４月１日より前に相続で取得したことを知った不動産は、令和９年３月
３１日までに相続登記をする必要があります。

遺産分割の話合い
がまとまった

遺産分割の結果に基づく相続登記
不動産の相続を知った日から３年以内にする必要(※)

早期に遺産分割を
することが困難

相続人申告登記
不動産の相続を知った日から３年以内にする必要(※)
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